
　
市
は
、
10
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る

消
費
税
・
地
方
消
費
税
率
の
引
き
上

げ
に
合
わ
せ
て
、
住
民
税
が
非
課
税

の
方
と
子
育
て
世
帯
を
対
象
と
し
た

『
登
別
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
』

の
販
売
を
開
始
し
ま
す
。

　
一
冊
５
千
円
分
（
500
円
券
×
10
枚

綴
り
）
の
商
品
券
を
４
千
円
で
購
入

す
る
こ
と
が
で
き
、
ス
ー
パ
ー
や
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
飲
食
店
の

ほ
か
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
な
ど
、

市
内
約
160
店
舗
（
８
月
時
点
）
で
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。
購
入
に
は
、

『
購
入
引
換
券
』
が
必
要
で
、
住
民

税
が
非
課
税
の
方
は
、
交
付
申
請
手

続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
忘

れ
ず
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

○�

使
用
可
能
期
間
　
10
月
１
日
㈫
～

令
和
２
年
２
月
29
日
㈯

○
注
意
事
項
　

・�

購
入
引
換
券
を
再
発
行
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

・�

商
品
券
の
紛
失
や
盗
難
な
ど
に
つ

い
て
市
は
一
切
の
責
任
を
負
い
ま

せ
ん
。

・�

購
入
し
た
商
品
券
の
返
金
は
で
き

ま
せ
ん
。

問い合わせ　�商工労政グループ（プレミアム付�
商品券担当）（☎�６００６）

商品券取扱参加店を
●募集しています

購入から使用までの流れ

９月上旬から購入引換券を自宅に送付します

購入引換券と身分証を商品券販売窓口に持参し、購入

商品券取扱参加店にて利用

①住民税が非課税の方（一人につき５冊） ②子育て世帯（対象となる子ども
一人につき５冊）

１月１日以降に転入さ
れた方で対象となる方
は、前住所地の市区町
村から届いた購入引換
券を持参し、商工労政
グループにお越しくだ
さい。

　市は、プレミアム付商
品券の取扱参加店を募集
しています。詳しくは、
市公式ウェブサイトをご
覧いただくか、
商工労政グ
ループに問い
合わせくださ
い。

対象：�令和元年度の住民税が非課税の方（住民税が課税の方
と生計を同一にしている配偶者・扶養親族、生活保護
受給者等を除く）

※�審査により、対象とならない場合があります。
※�届いていない方で、対象と思われる方は商工労政グループに問
い合わせください。

▶販売期間　�10月１日㈫～令和２年２月７日㈮９時～16時（土・日
曜日、祝日を除く）

▶販売場所　�室蘭信用金庫（幌別支店、登別支店、若草支店、登別
温泉支店、鷲別支店、富士町支店）

　　　　　　※イオン登別出張所では販売しません。
　　　　　　※�販売日時は、各支店により異なります。詳しくは、

市公式ウェブサイトや購入引換券に同封のチラシを
ご覧ください。

▶利用期間　10月１日㈫～令和２年２月29日㈯
　※�商品券の使用可能店舗は、市公式ウェブサイトに掲載している
ほか、商工労政グループや各支所で店舗一覧を配布しています。
また、使用可能店舗では、取扱参加店である旨のポスターを掲
示しています。

◎休日販売も行います。
　�９月23日㈪鷲別公民館、９月29日㈰婦人センター、10月20日㈰し
んた21、12月15日㈰鉄南ふれあいセンター（各日とも11時～16時）
※�代理の方が購入することも可能ですが、購入対象者との関係性を
確認させていただくとともに、身分証を提示していただきます。
※�一度に多くの方の商品券をまとめて購入しようとする場合などに
ついては、販売を保留することがあります。

対象：�平成28年４月２日から令
和元年９月30日までに生
まれた子が属する世帯の
世帯主

７月に送付された購入引換券交付申請書に必要事項を記入の上、
商工労政グループに提出（最終の締め切りは12月30日㈪）

登
別
市
プ
レ
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◀市公式ウェブサイト
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